
浦和総合運動場・駒場運動公園・三浦運動公園・浦和北公園

①所在地
　 浦和総合運動場　　さいたま市浦和区元町１丁目、本太４丁目地内
　 駒場運動公園　　　 さいたま市浦和区駒場２丁目地内
　 三浦運動公園　　　 さいたま市緑区大字三浦地内
　 浦和北公園　  　　　さいたま市浦和区常盤９丁目地内

②施設の設置目的
　 浦和総合運動場　都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする。
　 駒場運動公園　　 都市住民全般の主として運動の用に供することを目的とする。
　 三浦運動公園      主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする。
　 浦和北公園　　　　高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

③施設の概要
　 浦和総合運動場　面積　４．３２ha
　　　　　　　　　　　　 主な施設　野球場、一般競技場、テニスコート、トレーニング場他
　 駒場運動公園　　面積　７．４３ha
　　　　　　　　　　　　 主な施設　競技場、補助競技場、相撲場、屋外プール　他
　 三浦運動公園　　面積　１．２０ha
　　　　　　　　　　　　 主な施設　一般競技場他
　 浦和北公園　　　 面積　１．１２ha
　　　　　　　　　　　　 主な施設　談話室、テニスコート他

URAWAスポーツパークJV

①指定期間
平成31年4月1日～令和6年3月31日
②指定管理料
令和元年度 193,861千円、令和2年度 192,705千円

（4）指定期間、指定管理料

令和２年度指定管理者評価シート

１．管理運営の状況等

（1）施設名

（2）施設概要

（3）指定管理者

（5）施設の管理運営の内容 ①運営業務の状況（利用状況含む）
◇利用状況
  ・利用者数　  浦和総合運動場　  86,079人（前年度105,687人）
　　　　　　　　　　駒場運動公園   　116,349人（前年度342,546人）
　　　　　　　　　　三浦運動公園　　  10,890人（前年度11,383人）
                      浦和北公園　 　  10,726人（前年度14,894人）

◇業務実施状況
　 施設維持管理業務、利用者受付業務、公共施設予約システムによる貸出業務
　 業務仕様書及び事業計画書による業務
②維持管理業務の状況
　 保守管理業務　　サッカー場、競技場、夏季プール、野球場、一般競技場、
　　　　　　　　　　　　 テニスコート、夜間照明設備等
　 日常清掃業務　　サッカー場、屋外プール、管理棟、テニスコートハウス等
　 定期清掃業務　　管理棟、夏季プール、受水槽、園内等
　 植栽管理業務　　高木剪定、低木剪定、花壇等
③その他
【市民協働事業】
・公園清掃活動（浦和区子ども会育成連合会/駒場運動公園）
・バラ苗（レッズローズ）の維持管理（浦和レッドダイヤモンズ株式会社/駒場運動公園）
【自主事業】
〔浦和総合運動場〕
ベースボールアカデミー（コロナウィルス感染拡大防止対策のため４月・５月・６月中止）、小
学生初心者テニス教室（前期）（コロナウィルス感染拡大防止対策のため中止）、小学生初心
者テニス教室（後期）、朝野球（コロナウィルス感染拡大防止対策のため４月・５月・６月中
止）、ベースボールスクール、指導者講習会、ライオンズベースボールスクール、レディース・
ヨガ教室（コロナウィルス感染拡大防止対策のため４月・５月中止、尚６月以降は教室終
了）、防災イベント（職員のみで訓練を実施）、夏の夜のスタジアムツアー
〔駒場運動公園〕
ラジオ体操（コロナウィルス感染拡大防止対策のため４月・５月・６月中止）、親子着衣泳体験
教室（コロナウィルス感染拡大防止対策のため中止）、天然芝ピッチを体験！少年少女サッ
カー教室、小学生かけっこ教室（台風のため中止）
〔三浦運動公園〕
小学生女子サッカー教室（コロナウィルス感染拡大防止対策のため中止）、ラグビー教室（コ
ロナウィルス感染拡大防止対策のため中止）
〔浦和北公園〕
雑貨教室①②③（コロナウィルス感染拡大防止対策のため中止）、リバーシ大会（コロナウィ
ルス感染拡大防止対策のため中止）、小学生将棋大会（コロナウィルス感染拡大防止対策
のため中止）



①収入
　・利用料金収入   　18,146千円　（前年度　 32,941千円）
　・指定管理料 　　192,704千円　（前年度　193,860千円）
　・自主事業収入　　 5,108千円　（前年度　 6,786千円）

②支出
　・人件費　          　54,047千円  （前年度　 54,140千円）
　・事務費          　　38,258千円  （前年度　32,703千円）
　・施設管理費　　118,544千円  （前年度　139,958千円）
　・自主事業費　   　 5,108千円  （前年度　 6,786千円）

○浦和総合運動場　利用者アンケート結果では、グラウンドに対する評価は大変高いものをいただき
ました。各設備についての要望はありましたが、市と協議しながら進めて行きたいと思います。
○駒場運動公園　　各設問において概ね良好の評価をいただきました。「新型コロナウイルス感染防
止対策について」では利用者より悪い指摘がなかったことから、今後も一層注意喚起を行いながら対
策ガイドラインや対応マニュアルに則り対策を行ってまいります。
利用者にますます満足していただける施設づくりを心がけてまいりたいと思います。

（指定管理者から提案のあった項目の達成状況）

達成状況

スケジュール会議に参加して各競技団体と調整を図り、市民が平等に利用できるように努め
ました。また、メールマガジンやツイッター等を活用し、利用者へいち早く新しい施設情報や
利用状況が届くよう情報発信に努めました。

大規模大会をはじめ各種大会で使用する浦和総合運動場野球場及び駒場運動公園競技場
は、「プロ仕様」の高水準なグラウンドを維持することができました。

メールマガジンやツイッターを活用した施設の空き情報の提供、また、施設の利用状況等を
ホームページ上で更新し、施設を有効活用する事ができました。

事務文書における両面印刷や裏面印刷等の推進、また、電子化及びメール活用における
ペーパーレス化で印刷コストや通信費を削減する事が出来ました。さらに、事務所・廊下等
の照明設備を間引きすることで、節電に努めました。
夏期プールの原山市民プールについては、コロナウィルス感染拡大防止対策のため公開中
止になりましたが、次年度の正常稼働を見据えプール水の循環ろ過運転を行うとともに、循
環ろ過装置の終了後保守点検を実施しました。

（1）指定管理者による評価

指定管理業務に係る経費につ
いて

（6）収支状況

（7）利用者アンケート等による
　　市民からの意見・要望等へ
　　の対応

（8）その他

２．提案内容の達成状況

提案内容

市民の平等な利用の確保につ
いて

施設の設置目的の達成に向け
た取り組みについて

サービス向上に向けた取り組
みについて

３．評価

「市民の平等利用、市民サービスの向上、利用促進」
○スケジュール会議に参加して各競技団体と調整を図る一方、市民が平等に利用できるよう特に土日祝日に一般開放日を
設けました。
○ホームページを活用して施設情報の提供や各種教室・イベント等の開催周知を行い、多くの市民へ利用促進が図られるよ
う努めました。浦和総合運動場では、テニスコート空き状況を配信し高い利用率を維持することができ、駒場運動公園は、競
技場の主な行事予定をホームページやツイッターに随時アップするなどして、サッカーや陸上競技に関心を持っていただくこ
とができました。さらに、陸上競技場一般公開日をお知らせすることにより、より多くの市民の方が利用できるよう利用促進に
努めました。
○アンケート調査やAグループ独自のホームページより、ご意見・ご要望等を広く受け入れ、その結果を迅速に業務に反映
し、市民サービスの向上に努めました。
○施設利用者の利便性を高めるため、自動販売機の設置やケータリングカーによる飲食物の移動販売を実施しました。ま
た、夏期プールにおいては、売店を設置を予定しておりましたが、コロナウィルス感染拡大防止対策のため公開中止となりま
した。

「経費の削減」
○清掃及びグラウンド整備等の両業務を自社で実施することにより、外注することなく委託費の削減に努めました。また、簡
易修繕等を職員で行うことで、経費削減に努めました。
○経費執行の適正化を図るため、業務内容の見直しを継続的に行いました。

「適正な管理運営の確保」
○浦和総合運動場のグラウンド維持管理では、専門知識職員を配置してイースタンリーグ戦や日本女子プロ野球リーグなど
のレベルの高い試合に対応いたしました。
○駒場運動公園では、なでしこリーグ・全国高校サッカー選手権等で利用することから、スポーツターフクオリティを適正に維
持するとともに、来場者が安全で快適に観戦できるよう施設・設備等の点検整備を行いました。
○コロナウィルス感染拡大防止対策のため公開中止となりましたが、さいたま市教育委員会が実施する中学生の社会体験
学習「未来くるワーク」を積極的に受け入れていく予定です。



（2）さいたま市の評価（評価担当課：都市局　南部都市・公園管理事務所　管理課）

（3）来年度の管理運営に対する指導事項等

総合評価（Ｂ）※A～Ｄ
（１）市民の平等利用、市民サービスの向上、利用促進等に関する取組み
新型コロナウイルスの影響により、利用者数は減となっていますが、ＳＮＳやインターネットを活用することにより、、現状でも
利用されている方々に対して、施設情報や利用状況を早く伝えられるようにしたことは、市民サービス・利用促進に努めてい
ました。

（２）経費の削減に関する取組み
利用料金の減収はあるものの、職員による修繕や清掃等の実施に加え、継続的に業務を見直すことにより、経費削減に努め
ていました

（３）適正な管理運営の確保に対する取組み
Ａグループは、どの施設も広い敷地であるにもかかわらず、施設のコンディション管理において、適切な点検や、必要な修繕
を速やかに行い、利用者が快適に利用できる施設提供に努めていました。

各施設について、老朽化の進んでいる施設が多いため、日々の点検を確実に実施し、常に安心して利用できる施設管理を心
掛けてください。また、市での修繕・改修が必要であると判断された場合は、早急に報告・相談をしてください。


